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N０．９ 発行 山口県養護教諭会

草木も芽ぶき、花も咲き始めて春らしくなりました。今年度もいよいよ終わりですね。

この１年、児童・生徒が保健室に来室し、さまざまな姿をみせてくれたことでしょう。

心身の成長ぶりは、まぶしいものがあります。また、私たち養護教諭会も会員の皆様の実践

により、着実に成長しています。

保健室の機能や養護教諭の専門性も多様化し、さまざまなことを求められるようになりま

した。中央審議会答申や半世紀ぶりに改正された学校保健安全法が公布され、いよいよ平成

２１年４月１日に施行となります。養護教諭の職務に関わる役割や学校で行われる学校保健

活動の円滑な推進役も養護教諭の仕事となります。今回の法改正は、私たちの永年の執務の

実績が認められ、法的に位置づけられたといえます。このようなことをふまえ、今後必要と

なる養護教諭の力量を、会員の皆様といっしょに考え、共有したいと思います。

１．コミュニケーション能力

健康課題に向けて、多くの関係者がそれぞれの価値観で取り組む場合にかかせないのが、

コミュニケーション力で、「タイミング、環境、心身の状態」等を考え、話す技術、コミ

ュニケーションスキルの向上が必要になります。

２．交渉力の向上

学校保健活動推進の中核的役割を担う責務があります。保健活動の取り組み等を円滑に

しかも効果的に実施するために交渉力が不可欠です。活動の目的やこちらの意図すること

が伝わるような交渉する力が必要になります。

３．アセスメント力と記録及び分析力

勘と経験だけではなく、専門職として根拠をもって、説明ができることが大切になって

きます。身体的なもの、心理的なもの、社会的なもの、生活習慣的なもの、個人・集団的

なものがあります。また、その記録やその変化を蓄積した記録とその分析力も必要となり

ます。

４．指導力、サポート力

学校保健安全法第９条の規定と通知では養護教諭は最近の知識技術をもった指導力が必

要となります。さらに学校医などへのサポートをするようにもなります。養護教諭は専門

性を発揮し、児童、生徒への配慮、効果的な指導ができるサポート力が求められます。



第３回理事会で「様式 PDCA」と「実践資料」の原稿を集めました。今後も研修計画により、検討

が続きます。これは、山口県養護教諭会の職能団体としての集大成になります。

次回の原稿提出は 7 月下旬になります。よろしく御願いいたします。

念願の HP を立ち上げ、さまざまなリンクもできるようになりました。また、2 月には、リニアル

オープンしました。個人研究も少しずつ、UP しています。リンク集から情報収集をまた執務の向上

にしっかり活用してほしいと思います。２１年度から、宇部支部 縄田 君代先生が研修委員から引

き続き「HP 編集委員」になられました。下関総合支援学校 原田 恵理子先生 立ち上げ当初から

取り組んでいただき、ありがとうございました。

2 年間大変お世話になりました。力不足でしたが会員

の皆様の御理解と御協力により、どうにか運営することがで

きました。19 年度から市町村合併により、支部編成が再構築

され、高校支部も 6 支部になりました。今後、山口県養護教

諭会がさらに充実、発展するようお祈りしています。

次年度からは役員も増員され、きめ細やかな活動ができることと思います。

若いエネルギーあふれる役員組織になります。よろしくお願いいたします。

役員一同

若い養護教諭と指導員に視点をあて、「執務の流れ」がわかる

手引き書、また、「PDCA」が明記されたものです。

「柳井支部 国司先生」を中心に研修委員さん、ありがとう

ございました。

役員、副会長増員に伴う、臨時選挙等ありがとうございました。

選挙管理委員さん、1 年間ありがとうございました。

HP を 20 年 11 月 1 日に立ち上げましたが、超スピードでさまざま

なものが UP できるようになりました。トップページのデザインを変

え、工夫していただきありがとうございました。「山陽・小野田支部

清水先生」を中心に編集委員さん 1 年間ありがとうございました。

文部科学大臣 表彰 山口県立大津高校 古谷ユリ子 先生

山口県学校保健連合会 表彰 山口県立下関総合支援学校

中角 安子 先生
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